
日医発第795号（広情70） 

 平成26年11月4日 

都道府県医師会長 殿 

日本医師会長 

   横倉  義武 

平成26年の医師の届出及び調査について（依頼） 

厚生労働省では、医師届出票による「医師の届出及び調査」を２年毎に実施しております。 

 この度、「医師の届出及び調査」の実施にあたり、「別添写」の通りの協力方要請がありました。

本会は検討の結果、従来と同様に協力することと致しました。 

つきましては、貴会におかれましては、本調査のご協力方よろしく御高配を賜りたくお願い申し

上げます。 
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平成２６年の医師の届出及び調査について （依頼）

　

標記につきましては、 従来から御協力いただき、 厚く御礼申し上げます。

　

本年は、 医師法（昭和２３年法律第２０１号） 第６条第３項の規定により義務づけられ
た医師の届出及びこれに基づく統計法 （平成１９年法律第５３号） 第１９条による統計調
査の実施年に当たり、 下記のとおり実施することとしておりますので、 貴会会員の方々へ

の周知方について、特段の御配慮をお願いいたします。

　

なお、届出票につきましては、 病院、 診療所、大学、研究機関等に従事する医師に対し
てはこれらの施設を通じ、その他の医師に対しては保健所を通じて配布することとしてお
ります。

記

１

　

届出義務のある者

　　　　

我が国の医籍に登録されている医師

２

　

届 出事項

　　　　　　　　　

平成２６年１２月３１日現在の別紙届出票に係る事項

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」 ．

　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ
３

　

届出先

　　　　　　　　　　

従業地の保健所又は住所地の保健所

４

　

届出の期限

　　　　　　

平成２７年１月１５日



医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医

医

　

師

　

届

　

出

　

票
第二号書式（第六条関係）

　　　　　　　　

（平成２６年１２月３１日現在）

ｑ）住

　　　　　

所
〒□□□－□□□□

　　　

都道

　　　

府県
ふ

　

り

　

が

　

な

電

　

話
市外局番
（

　　　

－

　　　

－

　　　　

）の 氏

　　　　　

名

（３）性

　　　　　

別 １

　

男 ・

　

２

　

女 偲）生

　

年

　

月

　

日

１

　

平成
２

　

昭和

　　　　　

年

　　　　　

月

　　　　　

日３

　

大正
４

　

明治

（５）皇録番奪 第 号 （６）摩 籍月
登替

１

　

平成
２

　

昭和

　　　

年

　　　

月

　　　

日３

　

大正
４

　

明治

（７）主に従事して

　

いる施設及び

　

業 務 の 種 別

業務の種別の１から１７
までのうち一つを○で
囲むこと。

施 設 の 種 別 業

　　　　

務

　　　　

の

　　　　

種

　　　　

別

診療所 １

　

診療所の開設者又は法人の代表者
２ 診療所の勤務者

病院
（医育機関附属の病院を除く，）

３

　

病院の開設者又は法人の代表者
４ 病院の勤務者

医育機関
（医学部を有する大学
又はその附属機関）

５

　

医育機関の臨床系の教官又は教員
６

　

医育機関の臨床系の大学院生
７

　

医育機関の臨床系の勤務者で５及び６以外の者（医員、臨床研修医、その他）
８

　

医育機関の臨床系以外の大学院生
９

　

医育機関の臨床系以外の勤務者で８以外の者（教官、教員、その他）
介護老人保健施設 ｌｏ

　

介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者
１１ 介護老人保健施設の勤務者

上記以外の施設 １２

　

医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
１３ 行政機関の従事者
１４

　

１２及び１３以外の産業医
１５

　

上記以外の保健衛生業務の従事者
その他 １６

　

その他の業務の従事者
１７ 無職の者

（８）主たる業務内容
（７）欄の１から１５までの
いずれかを０で囲んだ
者のみが記入すること。

最も長時間従事している業務内容を０で囲むこと。
１

　

診療

　　　

２

　

教育・研究

　　　

３

　

管理

　　　

４

　

産業医業務

　　　

５

　

その他

ふ

　

り

　

が

　

な

電話
市外局番

（

　　

－

　　

－

　　

）

（９）従事先の名称
（７）欄の１から１５までの
いずれかを０で囲んだ
者のみが記入すること。

ＱＯ）従事先の所在地
（７）欄の１から１５までの
いずれかを０で囲んだ
者のみが記入すること。

〒□□□－□□□□

　　

都 道

　　　　　　

市

　　　　　　

区

　　　　　　

町

　　　

府 県

　　　　　　

郡

　　　　　　　　　　　　　　

村

ｍ）従

　

事

　

す

　

る

　

診 療 科 名 等

（７）欄の１から７までの
いずれかを０で囲んだ
者のみが記入すること。

また、二つ以上○で囲
んだ者は右欄に主たる
診療科名の番号を１つ
記入すること。

臨床研修医の場合、
「４０臨床研修医」のみ
を０で囲むこと。

工

０１ 内科

　　　　　　　　　　　

０２ 呼吸器内科

　　　　　　　

０３循環器内科
０４ 消化器内科（胃腸内科）

　

０５腎臓内科

　　　　　　　　

０６神経内科
０７ 糖尿病内科（代謝内科）

　

０８血液内科

　　　　　　　　

０９皮膚科
ｌｏ

　

アレルギー科

　　　　　　

１１ リウマチ科

　　　　　　　

１２感染症内科
１３ 小児科

　　　　　　　　　

１４ 精神科

　　　　　　　　　

１５心療内科

亘

１６ 外科

　　　　　　　　　　　

１７ 呼吸器外科

　　　　　　　

１８心臓血管外科
１９ 乳腺外科

　　　　　　　　

２０ 気管食道外科

　　　　　　

２１消化器外科（胃腸外科）
２２ 泌尿器科

　　　　　　　　

２３ 虹門外科

　　　　　　　　

２４脳神経外科
２５ 整形外科

　　　　　　　　

２６ 形成外科

　　　　　　　　

２７美容外科
２８ 眼科

　　　　　　　　　　　

２９ 耳鼻いんこう科

　　　　　

３０小児外科
３１ 産婦人科

　　　　　　　　

３２ 産科

　　　　　　　　　　　

３３婦人科

ｍ

　

”
Ｗ

３４ リハビリテーション科

　　

３５ 放射線科

　　　　　　　　

３６麻酔科
３７ 病理診断科

　　　　　　　

３８ 臨床検査科

　　　　　　　

３９救急科
主たる診療科名
の番号（１つ）

４０ 臨床研修医

　　　　　　　

４１全科
４２ その他 （

　　　　　　　　　　　　　　

）Ｖ

裏面へ続く



医医
＝の取得している

　

広告可能な医

　

師の専門性に

　

関する資格名

取得しているすべての
資格名の番号を○で囲
むこと。

医療法に基づいて広告することが可能とされている医師の専門性に関する資格を指す。
資格は更新制であるため、現時点で資格を取得しているかどうかを確認の上記入すること。
なお、「認定医」は広告可能な資格ではないことに留意すること。

工

０１ 総合内科専門医

　　　　　　　

０２ 呼吸器専門医

　　　　　　　　

０３循環器専門医
０４ 消化器病専門医

　　　　　　　

０５ 腎臓専門医

　　　　　　　　　

０６肝臓専門医
０７ 神経内科専門医

　　　　　　　

０８ 糖尿病専門医

　　　　　　　　

０９内分泌代謝科専門医

１０ 血液専門医

　　　　　　　　　

１１ 皮膚科専門医

　　　　　　　　

１２ アレルギー専門医

１３ リウマチ専門医

　　　　　　　

１４感染症専門医

　　　　　　　　

１５小児科専門医

１６ 心療内科専門医

　　　　　　　

１７精神科専門医

□

１８ 外科専門医

　　　　　　　　　

１９ 呼吸器外科専門医

　　　　　　

２０心臓血管外科専門医

２１ 乳腺専門医

　　　　　　　　　

２２気管食道科専門医

　　　　　　

２３消化器外科専門医
２４ 泌尿器科専門医

　　　　　　　

２５ 脳神経外科専門医

　　　　　　

２６整形外科専門医
２７ 形成外科専門医

　　　　　　　

２８ 眼科専門医

　　　　　　　　　

２９耳鼻咽喉科専門医

３０ 小児外科専門医

　　　　　　　

３１産婦人科専門医

皿
３２ リハビリテーション科専門医

　

３３ 放射線科専門医

　　　　　　　

３４麻酔科専門医
３５ 病理専門医

　　　　　　　　　

３６救急科専門医

Ｗ

３７ 超音波専門医

　　　　　　　　

３８ 細胞診専門医

　　　　　　　　

３９透析専門医
４０ 老年病専門医

　　　　　　　　

４１ 消化器内視鏡専門医

　　　　　

４２臨床遺伝専門医

４３ 漢方専門医

　　　　　　　　　

４４

　

レーザー専門医

　　　　　　　

４５ 気管支鏡専門医

４６ 核医学専門医

　　　　　　　　

４７ 大腸虹門病専門医

　　　　　　

４８婦人科腫蕩専門医
４９

　

ペインクリニック専門医

　　　

５０ 熱傷専門医

　　　　　　　　　

５１脳血管内治療専門医

５２ がん薬物療法専門医

　　　　　

５３周産期 （新生児）専門医

　　　

５４生殖医療専門医

５５ 小児神経専門医

　　　　　　　

５６一般病院連携精神医学専門医

Ｑ３）本 届 出 票 の

　

活用に対する
同

　

意

　

確

　

認

各都道府県における医師確保対策の検討等に活用するため、 本届出票に記載した

　　　

同意欄
情報の全部又は一部を、 住所地の都道府県及び従事先の所在地の都道府県が利用
することに同意する場合には、 右欄に○を付けること。

同意欄

ｑ４）備

　　　　　

考

提

　

出

　

期

　

限
翌年１月１５日



医 師 届

　

出 票

　

に

　

つ

　

い

　

て

１． 記 入 上 の 注 意 事 項

（１） 届出票を切り離して記入する。

（２） 黒（青）インク又は黒（青） ボールペンを用いて、 はっきり記入する。

（３） 該当する事項に○を付けて選択する場合には、 その番号を０で囲む。

２． 記 入 要 領

（１） 住所

　　　　　　　　　　

必ず住所の郵便番号を郵便番号欄に記入し、住所欄には番地又は番号まで正確に記入する。

（２） 氏名

　　　　　　　　　　

医師免許証に記載されている氏名を正確に記入する。婚姻等により戸籍上の改姓はしたが、

　　　　　　　　　　　　　

医籍上の改姓がなされていない場合には、 改姓した戸籍上の氏名を記入し 「Ｑ４）備考」 欄に

　　　　　　　　　　　　

「婚姻により改姓」、「医籍の氏名変更申請中」 等と明記する。

（５） 医籍登録番号

　　　　　

医師免許証に記載されている番号を、枠内に右詰めで記入する。

イ列 第 朋 号の場合

　

一 １第１メ メ メ ハノー説号１

（６） 医籍登録年月日

　　　　

医師免許証を再交付された場合には、「再交付年月日」を記入しないよう特に注意する。

（７） 主に従事している施設及び業務の種別

　　

複数の業務に従事している場合は、主な従事先・主な業務について記入

した届出票１枚を提出する。

察
１

　

診療所の開設者又は法人の代表者 診療所を開設している者、 又は診療所を開設する法人の代表者

２

　

診療所の勤務者 法人の代表者を除く診療所の勤務者 （臨床研修医を含む。）

病
院

３

　

病院の開設者又は法人の代表者 病院を開設している者、 又は病院を開設する法人の代表者

４

　

病院の勤務者 医学部を有する大学又は大学研究所の附属病院以外の病院の勤務者
（臨床研修医を含む。）

医

　

育

　

機

　

関

５

　

医育機関の臨床系の教官又は教員 医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
の者 （教授、 准教授、講師、助教等）

６

　

医育機関の臨床系の大学院生 医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
の大学院生

７

　

医育機関の臨床系の勤務者で５及び６

　　

以外の者（医員、臨床研修医、そのィ也）
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
の者 （医員、臨床研修医、医局員（有給・無給に関わらず。）、研究生等）

８

　

医育機関の臨床系以外の大学院生 医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
以外の大学院生

９

　

医育機関の臨床系以外の勤務者で

　

８以外の者（教官、教員、その他）
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
以外の者（施設の管理者、基礎系の教授、准教授、講師、助教、研究生等）

介保
護健
老施
人設

ｌｏ 介護老人保健施設の開設者又は

　

法人の代表者
介護老人保健施設を開設している者、又は介護老人保健施設を開設す
る法人の代表者

１１ 介護老人保健施設の勤務者 法人の代表者を除く介護老人保健施設の勤務者

施

　　　

設

上
記
以
外
の

１２

　

医育機関以外の教育機関又は研

　

究機関の勤務者
医学部を有していない大学又は大学研究所やその附属機関に従事して
いる者（教授、 准教授、 講師、助教、大学院生、 研究生等）

１３ 行政機関の従事者 国、都道府県、 保健所、 市町村等の行政機関に従事している者

１４

　

１２及び１３以外の産業医 事業場において、 労働者の健康管理等のため従事している者

１５

　

上記以外の保健衛生業務の従事者 社会保険診療報酬支払基金、血液センター、 生命保険会社 （嘱託医）
等の保健衛生業務に従事している者

そ
の
他

１６

　

その他の業務の従事者 １～１５に含まれない者で、 医師としての資格を必要としない業務に従
事している者（会社役員等）

１７

　

無職の者 職業に従事していない者、 休業中、病気療養中等

裏面へ続く



｛８） 主たる業務内容

凝葦簾も｝

「（７）主に従事している施設及び業務の種別」欄で１～１５に該当する者は、 必ず記入する。
「管理」とは診療や教育・研究とは別に、 施設において管理職にある者で、 経営や指導等

の管理業務を行うこと。

「（７）主に従事している施設及び業務の種別」欄で１～１５に該当する者は、（７）で○を囲んだ

施設について必ず記入する。
必ず所在地の郵便番号を郵便番号欄に記入し、従事先の所在地欄には市・区・町村名まで

記入する。

ｍ） 従事する診療科名等

□ 「１８心臓血管外科」

Ｗ 「４０臨床研修医」

Ｎ 「４１ 全科」

Ｖ 「４２その他」

主たる診療科名の番号

（１つ）

「（７）主に従事している施設及び業務の種別」欄で１～７に該当する者は、必ず記入する。
複数の診療科に従事している場合には

　

その診療科すべての番号を０で囲む。該当する診

療科名が選択番号にない場合は、最も近い診療科名の番号を選択して０で囲む。

循環器外科に従事する者を含む。

医師法第１６条の２の規定により、 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生

労働大臣の指定する病院において、卒後２年間の臨床研修を受けている者。

診療科を限定することなく総合的に診療を行う者。

０１～４１に掲げる診療科以外の業務に従事している場合は、その業務を具体的に明記する。
（健康管理等）

診療科が２つ以上ある場合には、そのうちの主たるものの番号を１つ、 ２桁で記入する。

例

　　

０１ 内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主たる診療科名

際

　

る診療榊 ◎ 科 の場 →ー謬覇

（１２） 取得している広告可

能な医師の専門性に

関する資格名

ｑ４） 備考

３． 提 出 方 法

０１～５６に掲げる広告可能な医師の専門性に関する資格を取得している場合に該当する資格

名の番号を０で囲む。複数の資格を取得している場合には、その資格名すべての番号を○

で囲む。
０１～５６の資格名は「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、
歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、 診療所若しくは助産所に関して広告することが

できる事項」（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条第２号に基づき広告することがで

きる医師の専門性に関する資格名である。

届出票の記入事項に説明を要すると思われる事項を明記する。
歯科医師又は薬剤師免許を併せ有する者は、その旨を明記し（「歯科医師免許併有」等）、
併有している届出票についても提出する。

必ず医師届出票を切り離した状態で

原則として「（１）住所」を管轄する保健所長に提出する。
ただし、「（ｌｏ）従事先の所在地」を管轄する保健所長に提出しても差し支えない。

医師法では、 ２年に１度の届出が義務づけられており、 届出を行わない医師の方は、「医師等資格確認

検索システム」（ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃｅｎｓｅｉｆ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｉｐ／ｓｅａｒｃｈ／） に氏名等が掲載されません。

参考：平成２４年１２月３１日現在の届出医師数は、下記のとおりとなっています。

　　

総数３０３，２６８人（病院に従事している者１８８，３０６人、診療所に従事している者１００，５４４人、その他
の者１４，４１８人）


